
静岡県くらし・環境部環境局 生活環境課

　建築物等の解体等工事に係る事前調
査（石綿含有調査）結果の都道府県知
事への報告について
（大気汚染防止法改正（令和４年４月１日施行））
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１　石綿（アスベスト）とは

２　大気汚染防止法の改正概要

３　事前調査の概要

      ・事前調査の方法・発注者への説明

　　 ・事前調査の記録の作成・保存

　　 ・事前調査結果の掲示

　　 ・事前調査の都道府県知事等への報告

４　事前調査結果報告システムについて

説明内容
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石綿（アスベスト）とは

・ 石綿は天然に生成した極めて細い鉱物繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、
　丈夫で変化しにくいという特性を持ち、しかも安価であるため、　『奇跡の鉱物』、
　『魔法の鉱物』と呼ばれていた。

・ 石綿の用途はおよそ3,000種、うち約８割は建材（吹付け材、保温・断熱材、スレート
　材等）として、昭和30年頃から使用が一般化し、ビル、工場等から一般住宅まで、
　様々な建築物に広く使用されてきた。

・ 石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られてい
　る。厚生労働省の人口動態統計によると、中皮腫による死亡者は、平成７年の
　500人から令和元年には1,466人となっており、約20年間で約３倍に増加している。

　　　クロシドライト（青石綿）　　　　　　アモサイト（茶石綿）　　　　　　　クリソタイル（白石綿）

出典：せきめん読本（平成８年日本石綿協会）

※この３種類の他に、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトがある。
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石綿（アスベスト）含有建材

＜出典：建設労働災害防止協会資料を一部修正、国土交通省　目で見るアスベスト建材（第２版）＞

レベルの分類 レベル１ レベル２ レベル３

建材の種類 吹付け石綿

石綿含有断熱材

石綿含有保温材

石綿含有耐火被覆材

その他の石綿含有建材

（成形板等）

発じん性 著しく高い 高い 比較的低い

使用箇所の例

・耐火建築物の柱等の　
耐火被覆用の吹付け材

・ボイラ室等の天井壁等
の吸音等の吹付け材

鉄骨耐火被覆材

・配管等の保温材、建築
物の柱等の耐火被覆材
として張付け

・煙突用等の断熱材

配管エルボ部分の保温材

・建築物の天井等に石
綿含有成形板を張付け

・屋根材として石綿ス
レート

石綿含有スレート波板

4



発注

事前調査（特定建築材料の使用有無の調査）（法第18条の15第１項・４項）

解体等工事に係る大気汚染防止法の規制

事前調査結果・届出内容の発注者への説明 （法第18条の15第１項）

  事前調査結果の記録の作成・保存　（法第18条の15第３項・第４項）

　　　　　　　　　　　　　　　　   都道府県知事への報告　（法第18条の15第６項）

特定粉じん排出等作業
実施の届出（法第18条の17）

解体等工事
特定粉じん排出等作業

　　　　　　　　　　作業基準の遵守（法第18条の19・20）

届出義務違反
（第34条）

計画変更命令
（第18条の18）

命令違反
（第33条の２）

作業基準適合命令等

（第18条の21）

命令違反
（第33条の２）

特定建築材料なし　　　　　特定建築材料　（レベル３のみ）あり　　　　　特定建築材料（レベル１・２）あり

　下請負人への説明　（法第18条の16第３項）

除去等の措置

　排出等作業の記録の作成・保存（法第18条の23）

　事前調査結果の掲示　（法第18条の15第５項）

　下請負人への説明　（法第18条の16第３項）

　作業終了後の発注者への報告等（法第18条の23）

報告義務違反
虚偽報告
（第35条）

除去等措置違反
（第34条）

元請・
自主施工者

元請

元請・
自主施工者

元請

元請・
自主施工者

元請・
自主施工者・

下請負人

元請・
自主施工者

元請

発注者・
自主施工者

＜凡例＞
　赤太枠：改正内容

＜令和３年４月１日施行（一部を除く）＞
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事前調査の方法・発注者への説明

　解体等工事に係る調査及び説明（法第18条の15第１項）

※解体等工事が平成18年９月１日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作
   業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかである場合は、特定建築材料の有無の
   目視による調査は不要とする。

□　事前調査を行う者※（一定の知見を有する者）（令和２年環境省告示第76号）
　　　　・ 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者（一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅

等に限る）
　　　　・ 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
                                                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※令和５年10月１日から適用

○　解体等工事の元請業者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、設計図
書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定め
る方法による調査を行うとともに、当該解体等工事の発注者に対し、当該調査の結果、届出対
象特定工事※又はそれ以外の特定工事に係る事項等を記載した書面を交付して説明しなけれ
ばならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※レベル１・２建材に係る工事

□　事前調査の方法（新規則第16条の５）

　　　　　　書面調査　　　　　　　　　　　目視調査　　　　　　　　　　　分析調査

特定工事に該当
するものとみなす
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事前調査の流れ
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事前調査の記録の作成・保存

　事前調査に関する記録の作成及び保存（新法第18条の15第３項・第４項）

【元請業者】
　□　事前調査の記録（新規則第16条の８）　　
　　　　・ 解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について記録

　　　　・ 解体等工事が終了した日から３年間保存

　□　発注者への説明の書面の写し
　　　　・ 解体等工事が終了した日から３年間保存
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※記録の保存は電子でも可能

○　解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、
当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。

○　解体等工事の自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて、事前
調査を行うとともに、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

元請業者 発注者

事前調査結果
の報告

作業実施の
届出

県・政令市等

特定工事の場合
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事前調査の記録の内容

大防法施行規則第16条の8 
解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 
解体等工事の場所 

解体等工事の名称及び概要 

事前調査を終了した年月日 

解体等工事を行う建築物等の設置の工事に着手した年月日（使用禁止が猶予されていたガスケット
等の設置日を書面で確認した場合には、それらの材料の設置年月日も含む） 
解体等工事に係る建築物等の概要 
解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の
対象となる建築物等の部分 
分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属
する機関又は法人の名称 
調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名（令和５年10月１日施行） 
事前調査の方法

解体等工事に係る建築物等部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か（特定工事
に該当するものとみなした場合にあっては、その旨）及びその根拠 
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事前調査の発注者への説明・記録・保存資料の例

引用：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿漏えい防止対策徹底マニュアルp94
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事前調査結果の掲示・現場への備え置き

　事前調査結果の掲示等（新法第18条の15第５項）

□　事前調査結果等の掲示（新規則第16条の９、第16条の10）
　  　• 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上
　　　　                   　（A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
　　 　• 掲示内容：解体等工事の元請業者の名称、調査方法、調査終了年月日、調査結果など

□　作業方法等の掲示（作業基準）（新規則第16条の４第２号）
      • 掲示の大きさ：長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上
                            （A3用紙以上の大きさ。縦長・横長問わず）
       • 掲示内容：届出年月日、届出先、元請業者の名称、作業実施期間及び方法など

□　現場への備え置き：具体的な方法等は指定しない。

　　　　　解体等工事の施工期間中、常に現場にある事務所等へ備え置く
　　　　ことだけでなく、工事の施工者、都道府県等が事前調査に関する
　　　　記録の写しを現場で確認可能な状態であれば差し支えない。

○　解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、環境省令で定め
るところにより、事前調査に関する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、事前
調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすい
ように掲示しなければならない。
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事前調査結果の掲示内容

大防法第18条の15第5項、 大防法施行規則第16条の10 
事前調査結果

解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名  
事前調査を終了した年月日

事前調査の方法

解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分に
おける特定建築材料の種類  

12



事前調査結果等の掲示例

　　　　　　　引用：建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿漏えい防止対策徹底マニュアルp115～117
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　事前調査結果の都道府県知事等への報告（新法第18条の15第６項）　　　　

□　事前調査結果の報告対象工作物 （令和２年環境省告示第 77 号）
　　 ・反応槽
　　　・加熱炉
　　　・ボイラー及び圧力容器
　　　・配管設備 （建築物に設ける給水設備等を除く ）
　　　・焼却設備
　　　・煙突 （建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く ）
　　　・貯蔵設備 （穀物を貯蔵するための設備を除く ）
　　　・発電設備 （太陽光発電設備及び風力発電設備を除く ）
　　　・変電設備　　　

○　解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果
を都道府県知事に報告しなければならない。

・配電設備
・送電設備 （ケーブルを含む ）
・トンネルの天井板
・プラットホームの上家
・遮音壁
・軽量盛土保護パネル
・鉄道の駅の地下式構造部分の
　壁及び天井板

　　　解体工事
床面積合計80㎡以上

□　報告の対象（新規則第16条の11第１項）

 建築物の改造・補修工事
請負代金合計100万円以上
（材料費・消費税を含む。）

工作物※の解体・改造・補修工事

請負代金合計100万円以上
  材料費・消費税を含む。）　
※環境大臣が定めるものに限る

事前調査結果の都道府県知事等への報告
（令和４年４月１日施行）
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事前調査結果報告の内容
大防法施行規則（第16条の11第２項）

解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名

事前調査を終了した年月日 
設計図書等に記載されている設置年月日により明らかに石綿非含有と判明せず、事前調査を行つ
たときは、当該調査を行つた者の氏名及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機
関等の名称 
解体等工事の場所 
解体等工事の名称及び概要

解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
特定粉じん排出等作業の開始時期

建築材料を設置した年月日 

解体等工事に係る建築物等の概要 
分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属
する機関又は法人の名称 
解体等工事の実施の期間

建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計 
建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴
う建設工事に該当するときは、作業の請負代金の合計額

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の種類

解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か（特定工事
に該当するものとみなした場合にあっては、その旨）及び該当しないときは、その根拠の概要 15

事前調査結果の報告の方法

□　報告の方法（新規則第16条の11第４項）

　　　• 都道府県等が建築物等の解体等工事に係る事前調査の結果を迅速かつ幅広く把握する
ため、厚生労働省と環境省が連携し、事前調査結果の報告に係る電子システムを新たに
整備

　　　• 原則として電子による報告＊とする。建築物に係る報告件数は膨大な数になると考えられ
ることから、一度入力した内容の自動入力やスマートフォン等からの入力を可能とするなど、
利便性に配慮

　　＊　やむを得ない場合は、書面による報告
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電子申請システムの利用方法
 ・事業者はパソコン、タブレットパソコン、スマートフォンでインターネットを経由して申請
・事業者はシステムを利用するためのID管理について、石綿事前調査結果報告システムを利用　
　する事業者にＧビズIDを取得し、それをログインIDとして活用する

17
GビズIDについて

URL：http://gbiz-id.gp.jp



御静聴ありがとうございました。

GビズIDについて

URL：http://gbiz-id.gp.jp

環境省ホームページ：「（石綿）事前調査結果の報告について」
URL：http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html

静岡県くらし・環境部環境局生活環境課ホームページ「アスベスト（石綿）」
URL：http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-050/taiki/asbestos/asbestos.html


